
審議事項
第３０回河川保全利用委員会（H22.6.28）審議内容

（主な委員意見、決定した事項及び継続して検討する事項）
第30回委員会での審議結果

第31回河川保全利用
委員会 審議内容

第31回委員会
配布資料

1）第29回委員会活動
の整理事項

◆資料-2「第29回河川保全利用委員会審議事項の整理表」で確認・了承した。 － － －

◆審議に先立ち、河川管理者から前回の委員会での発言内容について補足説明があった。
・川田河川公園の橋の下は道路の管理範囲であり、公園の占用範囲に含まれない。そこに
置かれている椅子やテーブル等は洪水時に撤去することになっているが許可の対照になっ
ていないので今後、改善する方向で調整する。
◆主な意見は下記のとおり
（小浜河川公園）
・A21（基本方針）最終的にはまだ「満足していない」が、新たに盛り込まれた部分に何
らかの評価をすべき。
・基本理念・方針について変更点に限って審査をしてはいけないのか。
・全体の評価はするべきである。変更点には括弧付きで評価を加える。
・申請者が提案しているアプローチ基地については具体的な内容を示すように判断に記載
する。
・改善部分を適正に、方向性が見えるように評価を記載すると効果が期待できる。
・B12（適正面積）「縮小することとしている」は判断として表現が不適切。
・縮小が提案されており方向性としては妥当。縮小することは評価する。
（川田河川公園）
・B12（適正面積）必要最低限であるかの判断は非常に難しい。利用実態は増加傾向にあ
るのに縮小を検討すべきと判断するのがいいのか。
・基本理念・方針に照らし合わせて満足いかないので現状を照らし合わせて考えるのは難
しい。
・B12の項目では理念・方針と分けて考え、面積が適正かを判断すべきではないか。
・C33（川とのふれあい）実際に川に歩いて降りられるかどうかに特化した判断に行き過
ぎている。川でなければならない利用としては川の風景を楽しむ等、広い範囲のふれあい
が含まれていたのではないか。
事務局が提示した意見書（素案）に対して審議を行った。
◆主な意見は下記のとおり
（小浜河川公園）
・アプローチ基地について評価はできるが具体的な内容が示されていないので要望事項で
その内容の検討を求める。
・アプローチ基地としての利用方法は限られるので記載する必要はないのではないか。
・そのような具体的活用ができるのか疑問もあり、実際は難しいという部分もふくめて検
討を求めておくべき。
（川田河川公園）
・全体的に前回の意見書に対する対応が十分ではないと判断しており、書きぶりも否定的
な書き方が強い。最終的に条件を付けることで更新許可は妥当と判断しており、意見書と
しては文面に配慮が必要。
・報告は次回の占用許可更新の際でいいのか。
・不十分ではあっても対処している部分は評価してもよいのではないか。１年といった短
いスパンでなくもう少し長期間でもいいと思われる。

一般傍聴者からの意
見聴取

・意見書（川田河川公園）意見②の内容が前段に書かれていない意見となっているので整
合を図っていただきたい。

－ － －

資料-2　　第３０回河川保全利用委員会審議事項の整理表

－－今後のスケジュールについて、事務局より説明を行った。その他 －

二週間を目途に修正した意見書
（案）を委員に配付する。それを
確認のうえ調整作業会で意見調整
を行う。

3）小浜河川公園及び
川田河川公園の意見
書（素案）に係る審
議

資料－５

参考資料－１

2）小浜河川公園及び
川田河川公園の審査
表に係る審議

一週間後を目途に委員会意見を整
理して事務局が案を作成する。そ
れを各委員が確認して確定する。

審査表の最終確認 資料－４

意見書（案）の確認



平成22年9月3日　13:30～15:55

ライズヴィル都賀山　会議室「やまぶき」

小浜河川公園

川田河川公園

　その修正案を各委員へお知らせした結果、さらに修正意見がありましたので作業会
で確認した上で、意見調整を行いました。

　作業会での主な意見は次のとおりです。

・Ｂ４２（地元の理解）について（小浜、川田とも）
　地元が公園として利用することに反対していないという点を説明するべきなので
「公園として利用することが地元に理解されており、○○学区長から要望書も提出さ
れている。」と修正する。

　第30回委員会で審議した審査表について、審議内容に基づいて事務局が修正しまし
た。（修正内容については資料－２のとおり）

　作業会での主な意見は次のとおりです。

２．意見書（原案）について

　その修正案を各委員へお知らせした結果、さらに修正意見がありましたので作業会
で確認した上で、文言の整理を行いました。

・川田河川公園には護岸に階段があり、その先が急に荒れていて危険な状態なので安
全面で配慮が必要であることを書く必要がないか。
→現時点で守山市が占用している範囲外である。今後、利用が具体化される場合は河
川管理者が安全対策の指導を行う。それまでは、河川管理者に対する要望としてお
く。

河川保全利用委員会　第9回調整作業会の意見記録

資料－３

１．審査表に対するコメントについて

　作業会の意見を受けて意見書（案）を作成し、各委員へ周知したうえで、第３１回委員会において意
見書を確定させることとしました。

【概要】 　第30回委員会で審議した意見書（素案）について、審議内容に基づいて事務局が修
正しました。（修正内容については資料－２のとおり）

・利用状況で琵琶湖からの鳥類の飛来について触れているが、影響があるのか。
→鳥類に対する影響についての議論がされていないうえ、結論として意見等に反映さ
れていないので記載する必要はないのではないか。ただし、文章の表現上「野洲川河
口部における」という言葉で含みをもたせておくこととする。

・要望事項①と②は一つの文章にまとめることができる内容である。

・主に、細かい表現の修正や文章の整理。

【概要】



前回委員会後に修正した文言

前回委員会から内容を変更している事項

A1
基本理念

A11 基本理念 基本理念の内容を満足している
か。

満足していない。 満足していない。 ・基本理念を実践するとした具体的な内容が書かれておらず満足していない。
・理念のどの部分が満足されていないのか等、改善を指示する
・満足していない。

満足していない。

A2
基本方針

A21 基本方針 基本方針の内容を満足している
か。

満足していない。 ヨシ帯再生ゾーンへのアプローチ
基地との提示があるが、基本方
針を満足しているとは言い難い。

★ヨシ帯再生ゾーンへのアプローチ基地については一定の評価をしても良いので
はないか。
・アプローチ基地としての活用の具体的な内容が書かれておらず満足していない。
・方針のどの部分が満足されていないのか等、改善を指示する。
・満足していない。
・河川敷地占用許可準則第七の占用施設も十分に検討の上、さらに野洲川
流域で計画されている事業も考慮して国が関与する事業としてふさわしく他のモ
デルとなるような事業を期待したい。
・従前案は満足していないが、新たに提案されたヨシ帯再生ゾーンへのアプローチ
基地としての利用は、方針に沿ったものと評価する。
◆申請者が変えようとしている部分について括弧書きでに評価する
◆アプローチ基地の具体案が不明。駐車場になるだけでは良くない
◆改善の方向性を示すべきではないか

満足していない。
（ヨシ帯再生区域へのアプローチ基地については一定
の評価をする）

A3
意見書

A31 継続申請
時の改善

意見書で指摘された事項について、
改善を行ったか。

改善計画は示されているが
実施されていない。

「規模の縮小」という改善計画が
示されている。

・改善策として施設規模の縮小案が示されている。
・「規模縮小」の具体的な計画が示されている
・規模縮小の改善計画案が示されているので評価できる。
・「規模の縮小」の提案は、指摘事項に沿ったものであると判断できる。

規模縮小の改善計画案が示されているので評価で
きる。

B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本
理念と基本方針に照らし合わせ妥
当か。

利用実態からして妥当とは
言えない。

野洲川改修による地域分断の
経緯がある。やすらぎの場、レクリ
エーションの場として利用されてい
ることが認められる。しかし、基本
理念・基本方針に照らし合わせ
ると妥当な必要理由があるとは
言い難い。

・野洲川改修による地域分断の経緯がある。しかし、基本理念・基本方針に照
らし合わせると妥当な必要理由があるとは言い難い。
・基本理念と基本方針に照らし合わせると妥当ではない。
・野洲川改修による地域分断の経緯がある。公園の利用が年2回程度のイベン
トだけであり、利用促進（積極的使用）がなければ必要理由の妥当性があるとは
言い難い。
・基本理念・基本方針に照らし合わせると妥当な必要理由があるとは言い難い。
・野洲川の改修により地域が河川両岸に分断され、当該公園が、分断された両
地域を結びつける代償的施設と位置づけられることは、斟酌すべき特殊事情かも
しれない。しかし、この事情は、基本理念や基本方針に照らした必要理由とはま
た別のものである。

基本理念・基本方針に照らし合わせると妥当な必要
理由があるとは言い難い。

B12 適正面積 占用面積は必要最低限にしている
か。その算定に妥当性を示したか。

縮小を検討すべきである。 縮小することとしている。 ・縮小案が示されている。
・利用実態から縮小計画が提示されたのは適正である。
・縮小するとしているが、縮小の理由が保全利用の趣旨に照らし合わせて正当で
あるかの疑問がある。
・縮小が提案されており、妥当な方向性として評価する。
◆委員会の判断としては「縮小することとしている」では表現がおかしい。「検討す
べきである」等に修正を

縮小を検討すべきである。
（一部縮小するとしたことは評価できる）

B21 代替可能
性

堤内地で代替できない施設である
か。

代替可能な施設である。 代替可能な施設である。 ・代替可能な施設である。
・利用形態に照らして、堤内地の公園施設で十分に代替可能である。

代替可能な施設である。

B22 代替地調
査

堤内地で代替可能な施設の場
合、代替地を調査をしたか。

代替地調査はされていな
い。

野洲川改修による地域分断の
経緯がある為、近隣で調査をし
ている。

★河川敷を持たない市町村を参考にされたい。
・近隣で調査をしている。
・半径1kmの範囲で調査がなされている。
・調査をしたが、現状では代替不可としている。
・近隣で代替地の調査をしているが、不十分である。
・野洲川改修による地域分断の代償としての意味から、代替地調査は近隣地に
限って調査されている。

近隣で代替地の調査をしているが、不十分である。

各委員からのコメント
（★印は第29回委員会、◆は第30回委員会、○は調整作業会の発言）

B1
必要性

河川管理者による
審査意見

審査細目 審査内容の説明
前回審査の判断

審査区分 審査項目

B2
代替性

Ａ
基本理念と
基本方針等
の検証

Ｂ
占用施設の
計画と設置
理由の検証

審査表（小浜
こ ば ま

河川公園）

今回審査の判断　（案）

小浜河川公園

資料－４①
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B23 代替地選
定

代替地調査の結果、適した代替地
があった場合、用地取得を試みた
か。

代替地調査をしていないの
で、交渉はされていない。

用地取得は試みていない。 ・代替地が見つかっていない。
・用地取得は試みていない。
・十分とはいえないが代替地に関する予備的検討までは実施されたが、用地取
得を試みるまでにはいたっていない。
◆経過を入れて判断した方が良い
◆委員会の意見としては「用地取得を試みられたい」等の文言に変えてゆく

代替地調査を行ったが調査が不十分であり代替地
は見つかっていない。

B31 人への安全 占用区域内及び周辺道路における
利用者、散策者、流域住民の安
全に配慮した対策を講じているか。

おおむね配慮されている。 おおむね配慮されている。 ・配慮されている。
・おおむね配慮されている。

おおむね配慮されていると判断する。

B32 施設の安全 施設が自然災害等により被害（増
水等による冠水、台風・地震等によ
る倒壊、火災等）が生じた場合に備
えて施設の安全対策を講じている
か。

安全対策が講じられてい
る。

「公園管理要綱」等により洪水
時等の安全対策が講じられてい
る。

・特に被害を受けるような施設はない。
・安全対策が講じられている。
・洪水時等の安全対策が講じられている。
・「公園管理要綱」を設け、洪水時等の安全対策がとられている。

洪水時等の安全対策が講じられている。

B33 安全対策の
周知

施設設置により影響を受ける近隣
住民に安全対策と事故時の対応
策を周知しているか。

問題ない。 問題ない。 ・問題ない。 問題ない。

B41 公共性 設置する施設は広く一般の用に供
することが可能で、申請者だけの利
用に限られる排他・独占的なもので
はないか。

排他・独占的ではない。 排他・独占的ではない。 ・排他・独占的ではない。 排他・独占的ではない。

B42 地元の理解 申請者は、設置する施設周辺の地
元理解をどのような方法で得たのか
（得るのか）。

地元に要望されている。 地元に要望されている（要望書
が提出されている）。

★「地元が理解し、地元が要望している」
・地元に要望されている（要望書が提出されている）。
・地元に要望されている。
・地元要望書が添付されている。
・地元に要望されているとあるが、関係住民の総意であるかどうかは不明である。
・地元から設置の要望書が提出された施設である。
◆括弧書きはＡの考え方と異なるのでここでは表記を変える
○ここのコメントは地元が公園として利用することに反対していないという意味

公園として利用することが地元に理解されており、中
洲学区長から要望書も提出されている。

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間はど
のくらいになるか。

7年間になる（問題は発生
していない）。

占用開始から８年。維持管理上
の問題は発生していない。

・8年になる（問題は発生していない）。
・占用開始から８年。維持管理上の問題は発生していない。
・占用開始から８年になる。維持管理上の重大な問題は発生していない。

占用開始から８年。維持管理上の問題は発生して
いない。

C12 施設の変遷 継続申請の場合、前回占用許可
期間内にどのように施設内容が変
化したか。また、その変化理由はど
のようなもので、適切なものであった
か。

変遷はない（親水性を高め
る階段護岸の計画が示さ
れている。）

これまで変遷は無いが、緑地広
場が利用されていないため今
後、縮小することとしている。

・施設内容は変化していないが、緑地広場をなくすことになっている。
・現在まで変遷は無いが、今後、縮小するとしている。
・占用開始からこれまでは変遷がなかったが、緑地広場の利用がほとんどなされて
いないため、今回は、この部分の占用を停止し、規模を縮小することを提案して
いる。

現在まで変遷は無いが、今後、縮小するとしている。
（縮小することは適切であると判断する）

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時の
連絡先は看板等で利用者等に明
示しているか。

看板により明示されている。
特に問題はない。

看板に明示されている。 ・看板に明示されている。
・看板により明示されている。特に問題はない。
・看板で示されている。

看板により明示されている。特に問題はない。

C14 共同利用 既存類似施設が申請場所の近隣
にある場合、その施設の共同利用
について、所管者と協議を行った
か。

近隣に類似施設がない。 共同利用について説明されてい
ない。

・共同利用の記述がない。
・共同利用について説明されていない。
共同利用について説明されておらず、不明である。

共同利用について説明すべきである。

C15 維持管理 施設の維持管理計画は適正である
か。また、施設の構造・規模は占用
申請期間を適正に考慮したもの
か。

適正である。 適正である。 ・適正である。
◆テーブルと箱を置いている。

許可されていない施設があり、改善する必要がある。

C16 施設の補
修・新設

施設整備に係る使用資材は河川
内の資材を極力使用することとし、
河川外からの持ち込みを必要最小
限に留めているか。

付帯設備の一部を補修し
ている。資材は必要最小
限とは言い難い。

付帯設備の一部を補修してい
る。資材は必要最小限とは言い
難い。

・資材は必要最小限とは言い難い。
・一部に損傷したベンチ等がるので、適正に管理、点検すべき。
・付帯設備の一部を補修している。資材は必要最小限とは言い難い。
・施設内に、資材等を収容すると思われる施錠された木箱と、木製テーブル、ベン
チ、椅子等が置かれていた。

付帯設備の一部を補修している。資材は必要最小
限とは言い難い。

C17 構造物の安
全

施設を構成する遊具等の構造物の
定期点検を実施しているか。また、
安全対策は定めているか。

定期点検は実施されてい
る。

定期点検は実施されている。 ・定期点検は実施されている。
・施設内に、資材等を収容すると思われる施錠された木箱と、木製テーブル、ベン
チ、椅子等が置かれていたが、定期点検の対象になっていたのか不明。

定期点検は実施されている。

B3
安全性

B4
公共性

C1
占用施設
利用計画

C
占用施設の
利用計画と
利用者等か
らの検証
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C21 利用状況 占用区域内の各利用施設ごとに利
用者数の変動（時刻、曜日、季
節）を把握しているか。

自由使用であり、詳細人
数は把握されていない。

適正に把握しているとは言い難
い。

・詳細な利用者数把握はなされていない。
・イベント等の開催時に利用者数を把握すべき。
・適正に把握しているとは言い難い。
・自由使用であるため、具体的な数値は把握されていない。

適正に把握しているとは言い難い。

C22 便所 トイレ施設を確保し適正に維持管
理しているか。

適正に確保、維持管理で
きている。

適正に維持管理されている。 ・適正に維持管理されている。
・適正に確保され、維持管理がなされている。

適正に維持管理されている。

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。 定められている。 定められている。 ・定められている。 定められている。

C24 利用者対
応

適正な利用を促すための管理方法
（管理人等の配置）を定めている
か。

管理人は置いていないが、
管理方法は定められてい
る。

管理人は置いていないが、利用
者対策・管理方法はおおむね妥
当である。

・管理人は置いていないが、管理方法は定められている。
・管理人は置いていないが、利用者対策・管理方法はおおむね妥当である。
・管理人は配置しないていが、適正な利用を促す管理方法は定められており、看
板により説明がなされている。

管理人は置いていないが、利用者対策・管理方法
はおおむね妥当である。

C25 駐輪･駐車
場

利用者の駐輪場・駐車場（身体障
害者用等を含む）を確保している
か。

確保されている。 確保されている。 ・確保されている。 確保されている。

C31 利用者の年
齢等

利用者の年齢や身体又は健康状
態に関わりなく利用可能な施設か。
また、利用制限を設けている場合は
それに合理性があるか。

利用可能な施設である。 制限は設けられていない。 ・制限は設けられていない。
・利用に関する制約はなく、規制も設けられていない。

制限は設けられていない。

C32 利用者交
流

常時利用者と流域住民との交流は
あるか。また、交流を促進させる計
画があるか。

地元利用が主であるが、問
題はない。

地元利用が主であり、イベントが
行われている。

・地元利用が主であり、イベントが行われている。
・地元利用が主であり、しばしばイベントが行われている。
・地元住民による利用が主であり、地域イベントにも利用されている。

地元利用が主であり、しばしばイベントが行われてい
る。

C33 川とのふれ
あい

利用者と川とのふれあいが可能な
施設か。

現状は困難であるが、改善
案（階段護岸の設置）が示
されている。

困難である。 ・現状では困難である。
・河川の流れそのものとのふれあいができる構造にはなっていない。
◆階段護岸については引き続き検討中とのことなので、前回の内容を継続すべき
ではないか
◆川の風景を楽しむのも川とのふれあいでないか

現状では困難である。階段護岸設置の改善案が示
されているが具体化されていない。

C34 河川愛護
保護活動

河川の環境・治水・利水等の理解
を促すための活動計画（または実
績）があるか。

小学校の学習活動が行わ
れている。

小学校の学習活動が行われて
いる。

・小学校の学習活動が行われている。
・地元の小学校による学習活動に利用されている。

小学校の学習活動が行われている。

C35 地域活性
化

占用区域周辺地域の活性化を促
す利用施設か。

地域に密着した利用形態
であるが、活性化には至っ
ていない。

地域に密着した利用形態である
が、活性化には寄与していない。

・活性化を促すとは言えない。
・地域に密着した利用形態であるが、活性化には寄与していない。
・設置の経緯から、周辺地域に密着した利用がなされる施設で、地域イベント等
に利用されている。
◆委員会として活性化の判断は難しい。「活性化には至っていない」、「期待され
ているが、確認できていない」、「活性化を目指している」、「活性化に対する評価
をされたい」等

地域に密着した利用形態である。地域の活性化を
目指しているが活性化に至っているかは確認できてい
ない。活性化に対する評価をされたい。

C41 意見聴取 利用計画策定に際して広く流域住
民から意見聴取（対話討論会等）
を行ったか。

行われていない。意見募集
の案は提示されている。

ホームページ及び現地アンケート
による意見聴取が行われている
が十分な意見が得られていな
い。

・ホームページ及び現地アンケートによる意見聴取が行われているが十分な意見
が得られていない。
・意見聴取の方法が、広く流域住民から意見を収集する上で適切ではない。
・公園周辺の自治会長、老人会、子ども会などの代表者に具体的に意見聴取
したらどうか。
・ホームページと現地アンケートによる意見聴取が行われているが、意見聴取方
法の改善が必要である。
・インターネットページでのアンケートの対象となっており、現地で利用者へのアン
ケートも行われているが、意見聴取として十分とはいえない。

ホームページと現地アンケートによる意見聴取が行わ
れているが、それは一部住民・利用者に限られてお
り、十分な意見が得られているとは言えない。意見聴
取方法の改善が必要である。

C4
住民意見の
反映

C3
利用形態

C2
利用者
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C42 利用者意
見

流域住民や施設利用（予定）者か
らの意見を反映させて計画した施
設か。

なされていない（今後アン
ケートの実施が計画されて
いる）。

ホームページ及び現地アンケートによ
る意見聴取が行われているが十分な
意見が得られていない。今後は広く
流域住民の意見を聴取・反映する
努力が必要である。

・ホームページ及び現地アンケートによる意見聴取が行われているが十分な意見
が得られていない。今後は広く流域住民の意見を聴取・反映する努力が必要で
ある。
・得られた意見が計画に反映されたかどうか不明である。
・ホームページと現地アンケートによる意見聴取が行われているが、一部住民に限
られている。広く流域住民の意見を聴取し、これを反映する必要がある。
・地域分断の代償的施設として設置された経緯がある。

広く流域住民の意見を聴取し、これを反映する必要
がある。

D11-
1

大気汚染 占用区域とその周辺の大気汚染等
の現況を調査したか。また、施設は
占用区域とその周辺の大気質に影
響を与えないか。

調査はなされていないが影
響はない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、大気汚染の発生は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D11-
2

水質汚濁・
底質汚染

占用区域とその周辺の河川水質・
底質の現況を調査したか。施設は
占用区域とその周辺の水質・底質
に影響を与えないか。また、農薬
（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）の使
用を禁止しているか。

調査はなされていないが、
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、農薬等の化学物質が利用されない限りは、水質等への
影響は想定されない。
・施設利用の形態から、農薬等の化学物質が利用されない限りは、水質等への
影響は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D11-
3

土壌汚染 占用区域とその周辺陸域の土壌質
の現況を調査したか。施設設置に
より占用区域とその周辺の土壌汚
染を招かないか。農薬の使用を禁
止しているか。施設構造物等は有
害化学物質を使用していないか。

調査はなされていないが、
農薬の使用は禁止しており
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、占用による利水状況への影響は想定されない。
・施設利用の形態から、農薬等の化学物質が利用されない限りは、土壌への影
響は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D11-
4

地下水 占用区域とその周辺の地下水・河
川伏流水の現況と近隣住民等によ
る利水状況を調査したか。また、施
設は占用区域とその周辺の地下水
系とその水質に影響を与えないか。

調査はなされていないが、
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D11-
5

騒音・振動 占用区域とその周辺の騒音・振動
の現況を調査したか。また、施設は
占用区域とその周辺の新たな騒
音・振動の発生源にならないか。

調査はなされていないが、
発生源にはならない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、周辺に影響を与えるような騒音・振動の発生は想定さ
れない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D11-
6

悪臭 占用区域とその周辺の悪臭の現況
を調査したか。また、施設は占用区
域とその周辺への悪臭発生源にな
らないか。

調査はなされていないが、
発生源にはならない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用形態から、悪臭の発生は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと
判断する。

D12 地形改変 占用区域とその周辺の地形の特性
の現況を調査したか。また、施設の
地形改変が占用区域の地形特性
に与える影響は軽微か。

調査はなされていないが影
響はない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があるが、その影響は小さいと
判断される。
・施設利用による新たな地形改変は行われていない。

生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があ
るが、その影響は小さいと判断する。

D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生への
影響はないか。

生物の生息環境を縦断方
向に分断する影響がある。

生物の生息環境を分断する可
能性があるが、影響は軽微であ
ると思われる。

・影響は大きくないと思われる。
・生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があるが、その影響は小さいと
判断される。
・占用区間は、生物の生息環境を分断しているが、それによって個体群存続に
深刻な影響を受ける小動物・植生は想定されない。

生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があ
るが、その影響は小さいと判断する。

D14-
1

陸生生物 占用区域とその周辺における陸生
動植物の分布等の現況を調査した
か。また、施設は陸生生物、とくに
貴重種や保全対象種の生存に影
響を与えないか。

調査はなされていないが、
多少の影響はあると思われ
る（草刈り範囲の変更は評
価できる）。

申請者による調査はされていない。
既存の調査結果（「河川水辺の国
勢調査」等）を参考にし、必要に応じ
て貴重種や保全対象種への配慮が
必要である。

・河川管理者による調査結果で現況を把握している。
・申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺の国勢調査」等の既存の
資料を参考にし、貴重種や保全対象種への配慮が必要である。
・申請者による調査はなされていない。既存の調査結果（「河川水辺の国勢調
査」や、周辺事業実施にかかる環境影響調査）等を参考にし、必要に応じて貴
重種・保全対象種への配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺
の国勢調査」等の既存の資料を参考にし、貴重種や
保全対象種への配慮が必要である。

Ｄ
環境・治水・
利水を考慮
した占用施
設の検証

D1
環境
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D14-
2

水生生物 占用区域とその周辺における水生
動植物の分布等の現況を調査した
か。また、水生生物、とくに貴重種
や保全対象種の生存に影響を与え
ないか。

調査はなされていないが、
多少の影響はあると思わ
れ、配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。
既存の調査結果（「河川水辺の国
勢調査」等）を参考にし、必要に応じ
て貴重種や保全対象種への配慮が
必要である。

・河川管理者による調査結果で現況を把握している。
・申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺の国勢調査」等の既存の
資料を参考にし、貴重種や保全対象種への配慮が必要である。
・申請者による調査はなされていない。既存の調査結果（「河川水辺の国勢調
査」や、周辺事業実施にかかる環境影響調査）等を参考にし、必要に応じて貴
重種・保全対象種への配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺
の国勢調査」等の既存の資料を参考にし、貴重種や
保全対象種への配慮が必要である。

D15 生態系 占用区域とその周辺の生物・生態
系の概況を調査したか。施設が占
用区域とその周辺の生態系に及ぼ
す影響は軽微か。生物の生息・生
育環境の河川縦横断方向の連続
性が分断される可能性は低いか。

連続性を分断しているが、
草刈り範囲の変更による改
善措置は評価できる。

連続性の分断を回避する措置が取
られているが、改善の余地がある。

・連続性を確保するための維持管理方法がとられている。
・連続性の分断を回避する措置が取られているが、改善の余地がある。なお、生
態系の概念を理解して環境に配慮されたい。
・施設による占用により、生息・生育環境の連続性の分断は避けられない。しか
し、分断の程度を軽減するための措置が取られている。

連続性の分断を回避する措置が取られているが、改
善の余地がある。なお、生態系の概念を理解して環
境に配慮されたい。

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早
期復元を見込んだ整備計画として
いるか。

施工上、撤去が困難な構
造物はなく、早期復元が見
込める。

撤去が困難な構造物はなく、早
期復元を妨げるものではない。

・撤去が困難な構造物はなく、早期復元を妨げるものではない。
・撤去が困難な構造物はなく、早期復元が見込める。

撤去が困難な構造物はなく、早期復元が見込めると
判断する。

D17 作業車の通
行影響

河川敷を占用施設の管理作業車
が走行することにより自然環境への
影響はないか。

作業車の利用は無く、影響
はない。

影響は軽微である。 ・影響は軽微である。
・作業車の利用は無く、影響はない。
・作業車の利用は無く、影響はないと考えられる。

作業車の利用は無く、影響はない。

D18 無線使用の
影響

施設で使用する無線周波数は、周
辺受信施設に影響を与えないか。

無線の利用は無い。 無線の利用は無い。 ・無線の利用は無い。 無線の利用は無い。

D21 治水 治水上の影響について事前審査は
完了しているか。（確認事項）

河川管理者の審査項目と
して設定している。

河川管理者の審査項目として
設定している。

河川管理者の審査項目として設定している。 河川管理者の審査項目として設定している。

D22-
1

構造物 占用区域が存する河川における過
去の流況を把握しているか。また、
施設の構造物は洪水時に治水上
の支障を生じさせないか。

構造物による治水上の支
障はない。

構造物による治水上の支障はな
い。

・構造物による治水上の支障はない。
・資材等を収容する木箱と、テーブル、ベンチ、椅子等が置かれている。これらは、
管理者が設置したものではないと思われるが、設置状況が放置されているのは問
題である。

構造物による治水上の支障はない。

D22-
2

構造物流
失

洪水時に構造物が流出しない対策
が講じられているか。また、流出した
場合の処置を定めているか。

洪水時の流出前に、構造
物の撤去を行う体制が構
築されている。

洪水時の流出前に、構造物の
撤去を行う体制が構築されてい
る。

・洪水時の流出前に、構造物の撤去を行う体制が構築されている。
資材等を収容する木箱と、テーブル、ベンチ、椅子等が置かれている。これらは、
管理者が設置したものではないと思われるが、設置状況が放置されているのは問
題である。

洪水時の流出前に、構造物の撤去を行う体制が構
築されている。

D22-
3

構造物撤
去

冠水時に影響を受ける構造物を設
置している場合、洪水時を想定した
構造物の撤去訓練を定期的に実
施しているか。

実施されている。 毎年実施されている。 ・毎年実施されている。
・実施されている。
資材等を収容する木箱と、テーブル、ベンチ、椅子等が置かれている。これらは、
管理者が設置したものではないと思われるが、設置状況が放置されているのは問
題である。

実施されている。

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事前
審査は完了しているか。（確認事
項）

河川管理者の審査項目と
して設定している。

河川管理者の審査項目として
設定している。

河川管理者の審査項目として設定している。 河川管理者の審査項目として設定している。

D32 利水への影
響

施設に利水計画がある場合、ある
いは施設が河川水・地下水に影響
を及ぼす可能性がある場合、既存
の水利使用に影響を与えないか。

利水計画はなく、既存の水
利使用に影響を与えない。

利水計画はなく、既存の水利使
用に影響を与えない。

・利水計画はなく、既存の水利使用に影響を与えない。
・利水計画はなく、既存の水利施設への影響も想定されない。

利水計画はなく、既存の水利使用に影響を与えな
い。

D41 景観 占用区域とその周辺の景観特性
（生態学的景観を含む）の現況を
調査したか。また、施設の形態（形
状・色彩等）が占用区域とその周辺
の景観特性に及ぼす影響は軽微
か。

影響は軽微である。 影響は軽微である。 ・影響は軽微である。
・景観特性に大きな影響を与えるものではない。

影響は軽微であると判断する。

D42 景観変化の
把握

占用に伴う景観変化の予測を行っ
ているか。

行われていない。 行われていない。 ・行われていない。
・行っていない。

行われていない。

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及
ぼす影響は軽微か。また在来の植
生を活かした植栽か。

周辺環境への影響は少な
い。

影響は軽微であると思われる。 ・周辺環境への影響は軽微であると判断される。
・深刻な影響を与えるような植栽ではない。
◆マルバシャリンバイやアベリアは極めて多く用いられる適切な材料。多くもないの
で影響は軽微と思われる。

周辺環境への影響は軽微であると判断する。

D4
景観･文化

D3
利水

D2
治水
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D44 文化財 占用区域とその周辺の文化財の現
況を調査したか。また、施設は占用
区域とその周辺の文化財に影響を
与えないか。

当初申請時には調査され
ていないが、影響はない。

影響はないと思われる。 ・影響はないと思われる。
・影響はない。
・影響はないと判断される。
・影響を与える要因は想定されない。

影響はないと判断する。

D45 歴史文化 占用区域とその周辺の歴史･文化
に関する現況を調査したか。また、
施設は占用区域とその周辺の歴
史・文化（伝承文化等）と共存可
能か。

共存可能である。 共存可能と思われる。 ・共存可能と思われる。
・共存可能である。
・申請地周辺の風土や歴史、遺産などを紹介したり、学習できる環境・条件を
整備をすることで、公園立地意義がある。
・共存可能と判断される。
・共存を妨げる要因は想定されない。

共存可能であると判断する。

前回委員会後に修正した文言
委員会で修正内容を固められた事項
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前回委員会後に修正した文言

前回委員会から内容を変更している事項

A1
基本理念

A11 基本理念 基本理念の内容を満足している
か。

満足していない。 満足していない。 ・満足していない。
・基本理念を実践するとした具体的な内容が書かれておらず満足していない。
・理念のどの部分が満足されていないのか等、改善を指示する。

満足していない。

A2
基本方針

A21 基本理念 基本方針の内容を満足している
か。

満足していない。 満足していない。 ・満足していない。
・少しずつ変更するとしている利用形態について具体的な内容が書かれておらず
満足していない。
・理念のどの部分が満足されていないのか等、改善を指示する。
・河川敷地占用許可準則第七の占用施設も十分に検討の上、さらに野洲川流
域で計画されている事業も考慮して国が関与する事業としてふさわしく他のモデル
となるような事業を期待したい。

満足していない。

A3
意見書

A31 継続申請
時の改善

意見書で指摘された事項につい
て、改善を行ったか。

改善計画は示されているが
実施されていない。

代替地調査はされているが、改
善はされていない。

・代替地調査はされているが、改善はされていない。
・改善は行われていない。
・代替地の有無と価格調査が行われ、緑地広場がグラウンドゴルフ場に変更され
た。
・代替地調査はされているが、代替地を求める趣旨を理解しているかは疑問であ
る。
・代替地調査について、新たに実施された結果が含まれている。

代替地調査はされているが、改善はされていない。

B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本
理念と基本方針に照らし合わせ妥
当か。

利用実態からして妥当とは
言えない。

やすらぎの場、レクリエーションの
場として利用されていることが認
められる。しかし、基本理念・基
本方針に照らし合わせると妥当
な必要理由があるとは言い難
い。

・やすらぎの場、レクリエーションの場として利用されていることが認められる。しかし、
基本理念・基本方針に照らし合わせると妥当な必要理由があるとは言い難い。
・基本理念と基本方針に照らし合わせると妥当ではない。
・公園の利用頻度が高く、人数も多いと認められるが、申請書にある「川とのふれ
あい」などの基本的な理念や方針に沿う利用を提供または促進すべきであると思
われる。
・基本理念・基本方針に照らし合わせると妥当な必要理由があるとは言い難い。
・やすらぎの場やレクリエーションの場として利用されているが、この利用形態は、基
本理念や基本方針に照らして、妥当とされるものではない。

基本理念・基本方針に照らし合わせると妥当な必要
理由があるとは言い難い。

B12 適正面積 占用面積は必要最低限にしてい
るか。その算定に妥当性を示した
か。

縮小を検討すべきである。 縮小を検討すべきである。 ・縮小を検討すべきである。
・現状で規模縮小が不可であるなら、更なる利用促進または必要性を説くべき。
・現状の利用実態に呼応するために、現在の占用面積が不可欠であるかどうかを
分析し、縮小の可能性を検討すべきである。
◆面積が必要最低限であるかの判断は難しい。「現状の占用面積が不可欠であ
るかを分析した上で、縮小の可能性について検討すべきである」
◆規模縮小が不可能なのであれば、その理由をくまく書かれればこちらも書ける。
◆基本理念・基本方針はＡで検証しているのでＢでは理念・方針は別にして適正
かどうかだけを判断すればよいのではないか

縮小すべき施設であるが、現状の占用面積が必要不
可欠であるかを検証すべきである。

B21 代替可能
性

堤内地で代替できない施設である
か。

代替可能な施設である。 代替可能な施設である。概算
費用は算定されている。

・代替可能な施設である。概算費用は算定されている。
・代替可能な施設である。
・利用形態に照らして、堤内地の公園施設で十分に代替可能な施設である。

代替可能な施設である。

B22 代替地調
査

堤内地で代替可能な施設の場
合、代替地を調査をしたか。

代替地調査はされていな
い。

半径3ｋｍの範囲内で調査され
ている。

★河川敷を持たない市町村を参考にされたい。
★3km範囲で調査をしているが、3kmの根拠は論理性が高くない。
・半径3ｋｍの範囲内で調査されている。
・代替地調査はされているが、その調査が不十分である。
・半径３ｋｍの範囲内で調査され、代替地はないとの結論を得ている。また、新規
に同規模の土地を取得するのに必要な経費は算定されている。

代替地調査はされているが、その調査が不十分であ
る。

Ｂ
占用施設の
計画と設置
理由の検証

審査区分 審査項目

B1
必要性

B2
代替性

Ａ
基本理念と
基本方針等
の検証

審査表（川田
か わ た

河川公園）

審査細目
今回審査の判断　（案）

川田河川公園
河川管理者による
審査意見

審査内容の説明 各委員からのコメント
（★印は第29回委員会、◆は第30回委員会、○は調整作業会の発言）

前回審査の判断

資料－４②
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B23 代替地選
定

代替地調査の結果、適した代替
地があった場合、用地取得を試み
たか。

代替地調査をしていないの
で、交渉はされていない。

用地取得は試みていない。 ・用地取得は試みていない。
・代替地が見つかっていない。
・調査をしたが、用地取得は財政的に困難としている。
・代替地に関する検討が実施されたが、利用可能な代替地を見出せていない。
用地取得に必要な経費について算定されている。

代替地調査を行ったが調査が不十分であり代替地は
見つかっていない。

B31 人への安全 占用区域内及び周辺道路におけ
る利用者、散策者、流域住民の
安全に配慮した対策を講じている
か。

おおむね配慮されている。 おおむね配慮されている。 ・おおむね配慮されている。
・配慮されている。

おおむね配慮されていると判断する。

B32 施設の安全 施設が自然災害等により被害（増
水等による冠水、台風・地震等に
よる倒壊、火災等）が生じた場合
に備えて施設の安全対策を講じて
いるか。

安全対策が講じられてい
る。

「公園管理要綱」等により洪水
時等の安全対策が講じられて
いる。

・特に被害を受けるような施設はない。
・安全対策が講じられている。
・洪水時等の安全対策が講じられている。
・「公園管理要綱」等を設け、洪水時等の安全対策がとられている。

洪水時等の安全対策が講じられている。

B33 安全対策の
周知

施設設置により影響を受ける近隣
住民に安全対策と事故時の対応
策を周知しているか。

問題ない。 問題ない。 ・問題ない。 問題ない。

B41 公共性 設置する施設は広く一般の用に供
することが可能で、申請者だけの
利用に限られる排他・独占的なも
のではないか。

排他・独占的ではない。 排他・独占的ではない。 ・排他・独占的ではない。 排他・独占的ではない。

B42 地元の理解 申請者は、設置する施設周辺の
地元理解をどのような方法で得た
のか（得るのか）。

地元に要望されている。 地元に要望されている（要望書
が提出されている）。

★「地元が理解し、地元が要望している」
・地元に要望されている（要望書が提出されている）。
・地元に要望されている。
・地元要望書が添付されている。
・地元に要望されているとあるが、関係住民の総意であるかどうかは不明である。
・地元からの要望書が提出されている。
◆括弧書きはＡの考え方と異なるのでここでは表記を変える
○ここのコメントは地元が公園として利用することに反対していないという意味

公園として利用することが地元が理解されており、河西
学区長から要望書も提出されている。

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間は
どのくらいになるか。

7年間になる（問題は発生
していない）。

占用開始から８年。維持管理
上の問題は発生していない。

・占用開始から８年。維持管理上の問題は発生していない。
・8年間になる（問題は発生していない）。
・占用開始から８年になる。維持管理上重大なの問題は発生していない。

占用開始から８年。維持管理上の問題は発生してい
ない。

C12 施設の変遷 継続申請の場合、前回占用許可
期間内にどのように施設内容が変
化したか。また、その変化理由はど
のようなもので、適切なものであった
か。

一部変更があるが不適切
ではない。また、親水性を
高める階段護岸の計画が
示されている。

「緑地広場」がグラウンドゴルフ
場として利用されている。

・「緑地広場」がグラウンドゴルフ場として利用されている。
・緑地広場をグラウンドゴルフ場に用途変更する計画である。
・「緑地広場」がグラウンドゴルフ場として転用されている。
・グラウンドゴルフ場としての需要が大きく、そのための区域として申請された箇所以
外に、「緑地広場」として申請された部分も事実上、グラウンドゴルフ場として利用
されている。

「緑地広場」がグラウンドゴルフ場として転用されてい
る。
（利用実態にあわせて用途変更することは申請の手続
き上適切であるが、基本理念・基本方針に則ると転
用は適切とは言えない。）

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時
の連絡先は看板等で利用者等に
明示しているか。

看板により明示されている。
特に問題はない。

看板に明示されている。 ・看板に明示されている。
・看板で明示されている。

看板に明示されている。

C14 共同利用 既存類似施設が申請場所の近
隣にある場合、その施設の共同利
用について、所管者と協議を行った
か。

近隣に類似施設がない。 共同利用について説明されてい
ない。

・共同利用の記述がない。
・共同利用について説明されていない。
・共同利用について説明されておらず、不明である。

共同利用について説明すべきである。

C15 維持管理 施設の維持管理計画は適正であ
るか。また、施設の構造・規模は占
用申請期間を適正に考慮したもの
か。

適正である。 適正である。 ・適正である。
◆橋梁の下にテーブル等を置いている。

許可されていない施設があり、改善する必要があると
判断する。

C16 施設の補
修・新設

施設整備に係る使用資材は河川
内の資材を極力使用することとし、
河川外からの持ち込みを必要最
小限に留めているか。

資材は必要最小限とは言
い難い。

資材は必要最小限とは言い難
い。

・資材は必要最小限とは言い難い。
・資材の外からの持ち込みについては、最小限にする努力が払われたとはいえな
い。
・資材は必要最小限とは言い難いので、適正化を検討すべき。

資材は必要最小限とは言い難いので、適正化を検討
すべきである。

C1
占用施設
利用計画

C
占用施設の
利用計画と
利用者等か
らの検証

B3
安全性

B4
公共性

8 / 12 ページ



C17 構造物の安
全

施設を構成する遊具等の構造物
の定期点検を実施しているか。ま
た、安全対策は定めているか。

定期点検は実施されてい
る。

定期点検を実施している。 ・定期点検を実施している。
・定期点検は実施されている。

定期点検は実施されている。

C21 利用状況 占用区域内の各利用施設ごとに
利用者数の変動（時刻、曜日、
季節）を把握しているか。

一部については把握されて
いる。

適正に把握しているとは言い難
い。

・適正に把握しているとは言い難い。
・詳細な利用者数把握はなされていない。
・イベント実施時、または週1回程度で、平日に利用者数調査を実施すべき。
・自由使用であるため、具体的な数値が把握されていない。

適正に把握しているとは言い難い。
（イベント等の開催時に利用者数を把握すべきである）

C22 便所 トイレ施設を確保し適正に維持管
理しているか。

適正に確保、維持管理で
きている。

適正に維持管理されている。 ・適正に維持管理されている。
・適正に確保され、維持管理がなされている。

適正に維持管理されている。

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。 定められている。 定められている。 ・定められている。 定められている。

C24 利用者対
応

適正な利用を促すための管理方
法（管理人等の配置）を定めてい
るか。

管理人は置いていないが、
管理方法は定められてい
る。

管理人は置いていないが、利
用者対策・管理方法はおおむ
ね妥当である。

・管理人は置いていないが、管理方法は定められている。
・管理人は置いていないが、利用者対策・管理方法はおおむね妥当である。
・管理人は配置していないが、適正な利用を促す管理方法は定められており、看
板により説明がなされている。

管理人は置いていないが、利用者対策・管理方法は
おおむね妥当である。

C25 駐輪･駐車
場

利用者の駐輪場・駐車場（身体
障害者用等を含む）を確保してい
るか。

確保されている。 駐車場は確保されているが、駐
輪場が確保されていない。

・確保されている。
・駐車場は確保されているが、駐輪場が確保されていないので実現に向けて具体
的に検討すべき。
・駐車場は確保されているが、駐輪場が確保されていない。

駐車場は確保されているが、駐輪場が確保されていな
いので実現に向けて具体的に検討すべきである。

C31 利用者の年
齢等

利用者の年齢や身体又は健康状
態に関わりなく利用可能な施設
か。また、利用制限を設けている場
合はそれに合理性があるか。

利用可能な施設である。 制限は設けられていない。 ・制限は設けられていない。
・利用に関する制限はなく、規制も設けられていない。

制限は設けられていない。

C32 利用者交
流

常時利用者と流域住民との交流
はあるか。また、交流を促進させる
計画があるか。

グラウンドゴルフ大会が開催
されており交流に役立って
いる。

グラウンドゴルフ大会が開催され
ており交流を進めていると認めら
れる。

・グラウンドゴルフ大会が開催されており交流を進めていると認められる。
・イベントにより利用者交流が行われている。
・グラウンドゴルフ大会が開催されており交流に役立っている。
グラウンドゴルフの大会が開催されるなど、利用者間の交流が進められていると認
められる。

グラウンドゴルフ大会が開催されており交流に役立って
いると判断する。

C33 川とのふれ
あい

利用者と川とのふれあいが可能な
施設か。

現状は困難であるが、改善
案（階段護岸の設置）が示
されている。

既設の階段があり川へのアクセ
スは可能である。

・既設の階段があり川へのアクセスは可能である。
・駐車場前の護岸階段により可能である。
・既設の階段があり川へのアクセスは可能であるが整備不足である。
◆階段護岸については引き続き検討中とのことなので、前回の内容を継続すべき
ではないか
◆川の風景を楽しむのも川とのふれあいでないか

既設の階段があり川へのアクセスは可能であるが、階
段の先の整備が不足しているため、改善が必要であ
る。
また、階段護岸設置の改善案が示されているが、具
体化されていない。

C34 河川愛護
保護活動

河川の環境・治水・利水等の理
解を促すための活動計画（または
実績）があるか。

活動計画はないが、清掃
活動が実施されている。

活動計画はないが、清掃活動
が実施されている。

・活動計画はないが、清掃活動が実施されている。 活動計画はないが、清掃活動が実施されている。

C35 地域活性
化

占用区域周辺地域の活性化を促
す利用施設か。

地域に密着した利用形態
であるが、活性化に寄与し
ている。

地域に密着した利用形態であ
り、活性化に寄与していると思
われる。

・地域に密着した利用形態であり、活性化に寄与していると思われる。
・地域の交流の場となっており、活性化に寄与している。
・地域に密着した利用形態であり、活性化に寄与していると判断される。
・地域に密着した利用形態であり、活性化にも寄与していると想定される。

地域に密着した利用形態である。周辺地域の活性化
に寄与していると判断する。

C41 意見聴取 利用計画策定に際して広く流域
住民から意見聴取（対話討論会
等）を行ったか。

行われていない。意見募集
の案は提示されている。

現地アンケートが行われている。
ホームページからの意見は十分
に得られているとは認められな
い。

・現地アンケートが行われている。ホームページからの意見は十分に得られていると
は認められない。
・意見聴取の方法が、広く流域住民から意見を収集する上で適切ではない。
・現地アンケートは行われている。ホームページからの意見聴取では不十分であり
改善が必要である。
・インターネットページでのアンケートの対象となっており、現地で利用者へのアン
ケートも行われているが、意見聴取として十分とはいえない。
◆小浜と同様の表現とする。

ホームページと現地アンケートによる意見聴取が行わ
れているが、それは一部住民・利用者に限られており、
十分な意見が得られているとは言えない。意見聴取方
法の改善が必要である。

C3
利用形態

C2
利用者

C4
住民意見の
反映
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C42 利用者意
見

流域住民や施設利用（予定）者
からの意見を反映させて計画した
施設か。

なされていない（今後アン
ケートの実施が計画されて
いる）。

現地アンケートが行われている
が、今後は広く施設利用者等
の意見を聴取・反映する努力
が必要である。

・現地アンケートが行われているが、今後は広く施設利用者等の意見を聴取・反
映する努力が必要である。
・得られた意見が計画に反映されたかどうか不明である。
・現地アンケートは行われているが、広く施設利用者を含め住民の意見を聴取
し、これを反映する必要がある。
・現地アンケートが行われているが十分とはいえない規模であり、今後は施設利用
者等の意見をさらに広く求め、反映する努力が必要である。
◆小浜と同様の表現とする。

広く流域住民の意見を聴取し、これを反映する必要が
ある。

D11-
1

大気汚染 占用区域とその周辺の大気汚染
等の現況を調査したか。また、施
設は占用区域とその周辺の大気
質に影響を与えないか。

調査はなされていないが影
響はない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、大気汚染の発生は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D11-
2

水質汚濁・
底質汚染

占用区域とその周辺の河川水質・
底質の現況を調査したか。施設は
占用区域とその周辺の水質・底質
に影響を与えないか。また、農薬
（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）の
使用を禁止しているか。

調査はなされていないが、
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、農薬等の化学物質が利用されない限りは、水質等への
影響は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D11-
3

土壌汚染 占用区域とその周辺陸域の土壌
質の現況を調査したか。施設設置
により占用区域とその周辺の土壌
汚染を招かないか。農薬の使用を
禁止しているか。施設構造物等は
有害化学物質を使用していない
か。

調査はなされていないが、
農薬の使用は禁止しており
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、農薬等の化学物質が利用されない限りは、土壌への影
響は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D11-
4

地下水 占用区域とその周辺の地下水・河
川伏流水の現況と近隣住民等に
よる利水状況を調査したか。また、
施設は占用区域とその周辺の地
下水系とその水質に影響を与えな
いか。

調査はなされていないが、
影響はないと思われる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、占用による利水状況への影響は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D11-
5

騒音・振動 占用区域とその周辺の騒音・振動
の現況を調査したか。また、施設は
占用区域とその周辺の新たな騒
音・振動の発生源にならないか。

調査はなされていないが、
発生源にはならない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用の形態から、周辺に影響を与えるような騒音・振動の発生は想定され
ない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D11-
6

悪臭 占用区域とその周辺の悪臭の現
況を調査したか。また、施設は占
用区域とその周辺への悪臭発生
源にならないか。

調査はなされていないが、
発生源にはならない。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用形態から、悪臭の発生は想定されない。

申請者による調査はされていないが影響は小さいと判
断する。

D12 地形改変 占用区域とその周辺の地形の特
性の現況を調査したか。また、施
設の地形改変が占用区域の地形
特性に与える影響は軽微か。

調査はなされていないが影
響はない。低水路護岸・河
原再生工事を実施した場
合は影響が考えられる。

申請者による調査はされていな
いが影響は小さいと思われる。

・申請者による調査はされていないが影響は小さいと思われる。
・影響はないと思われる。
・申請者による調査はされていないが影響は小さいと判断される。
・施設利用による新たな地形改変は行われていない。

生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があ
るが、その影響は小さいと判断する。

D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生へ
の影響はないか。

すでに影響が出ており、低
水護岸・河原再生工事を
実施した場合さらに影響が
出る。

生物の生息環境を分断する可
能性があるが、影響は軽微であ
ると思われる。

・影響は大きくないと思われる。
・生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があるが、その影響は小さいと
判断される。
・占用区間は、生物の生息環境を分断しているが、それによって個体群存続に深
刻な影響を受ける小動物・植生は想定されない。

生物の生息環境を縦断方向に分断する可能性があ
るが、その影響は小さいと判断する。

D14-
1

陸生生物 占用区域とその周辺における陸生
動植物の分布等の現況を調査し
たか。また、施設は陸生生物、とく
に貴重種や保全対象種の生存に
影響を与えないか。

調査はなされていないが、
多少の影響はあると思わ
れ、配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。
既存の調査結果（「河川水辺の国
勢調査」等）を参考にし、必要に応
じて貴重種や保全対象種への配慮
が必要である。

・河川管理者による調査結果で現況を把握している。
・申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺の国勢調査」等の既存の
資料を参考にし、貴重種や保全対象種への配慮が必要である。
・申請者による調査はなされていない。既存の調査結果（「河川水辺の国勢調
査」や、周辺事業実施にかかる環境影響調査）等を参考にし、必要に応じて貴
重種・保全対象種への配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺
の国勢調査」等の既存の資料を参考にし、貴重種や
保全対象種への配慮が必要である。

Ｄ
環境・治水・
利水を考慮
した占用施
設の検証

D1
環境
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D14-
2

水生生物 占用区域とその周辺における水生
動植物の分布等の現況を調査し
たか。また、水生生物、とくに貴重
種や保全対象種の生存に影響を
与えないか。

調査はなされていないが、
多少の影響はあると思わ
れ、配慮が必要である。低
水護岸・河原再生工事を
実施した場合さらに影響が
出る。

申請者による調査はされていない。
既存の調査結果（「河川水辺の国
勢調査」等）を参考にし、必要に応
じて貴重種や保全対象種への配慮
が必要である。

・河川管理者による調査結果で現況を把握している。
・申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺の国勢調査」等の既存の
資料を参考にし、貴重種や保全対象種への配慮が必要である。
・申請者による調査はなされていない。既存の調査結果（「河川水辺の国勢調
査」や、周辺事業実施にかかる環境影響調査）等を参考にし、必要に応じて貴
重種・保全対象種への配慮が必要である。

申請者による調査はされていない。なお、「河川水辺
の国勢調査」等の既存の資料を参考にし、貴重種や
保全対象種への配慮が必要である。

D15 生態系 占用区域とその周辺の生物・生態
系の概況を調査したか。施設が占
用区域とその周辺の生態系に及
ぼす影響は軽微か。生物の生息・
生育環境の河川縦横断方向の連
続性が分断される可能性は低い
か。

連続性を分断している。今
後は草刈り範囲を変更す
る計画。

刈り込み方法の改善措置を検
討している。

・連続性を確保するための維持管理方法が検討されている。
・刈り込み方法の改善措置を検討して連続性の分断を回避するとしている。な
お、生態系の概念を理解して環境に配慮されたい。
・施設による占用により、生息・生育環境の連続性の分断は避けられない。しか
し、分断の程度を軽減するため、刈り込み方法の改善等の措置が検討されてい
る。

刈り込み方法の改善措置を検討して連続性の分断を
回避するとしている。なお、生態系の概念を理解して
環境に配慮されたい。

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早
期復元を見込んだ整備計画として
いるか。

精査されておらず検討の余
地がある。

撤去が困難な構造物はなく、
早期復元を妨げるものではな
い。

・撤去が困難な構造物はなく、早期復元を妨げるものではない。
・撤去が困難な構造物はなく、早期復元が見込める。

撤去が困難な構造物はなく、早期復元が見込めると
判断する。

D17 作業車の通
行影響

河川敷を占用施設の管理作業車
が走行することにより自然環境への
影響はないか。

作業車の利用は無く、影響
はない。

影響は軽微である。 ・影響は軽微である。
・作業車の利用は無く、影響はない。
・作業車の利用は無く、影響はないと考えられる。

作業車の利用は無く、影響はない。

D18 無線使用の
影響

施設で使用する無線周波数は、
周辺受信施設に影響を与えない
か。

無線の利用は無い。 無線の利用は無い。 ・無線の利用は無い。 無線の利用は無い。

D21 治水 治水上の影響について事前審査
は完了しているか。（確認事項）

河川管理者の審査項目と
して設定している。

河川管理者の審査項目として
設定している。

河川管理者の審査項目として設定している。 河川管理者の審査項目として設定している。

D22-
1

構造物 占用区域が存する河川における過
去の流況を把握しているか。また、
施設の構造物は洪水時に治水上
の支障を生じさせないか。

構造物による治水上の支
障はない。

構造物による治水上の支障は
ない。

・構造物による治水上の支障はない。
・治水上の支障となるような構造物はない。

構造物による治水上の支障はない。

D22-
2

構造物流
失

洪水時に構造物が流出しない対
策が講じられているか。また、流出
した場合の処置を定めているか。

洪水時の流出前に、構造
物の撤去を行う体制が構
築されている。

洪水時の流出前に、構造物の
撤去を行う体制が構築されてい
る。

・洪水時の流出前に、構造物の撤去を行う体制が構築されている。
・洪水時に流出してしまう前に、構造物を撤去する体制が構築されている。

洪水時の流出前に、構造物の撤去を行う体制が構
築されている。

D22-
3

構造物撤
去

冠水時に影響を受ける構造物を
設置している場合、洪水時を想定
した構造物の撤去訓練を定期的
に実施しているか。

実施されている。 毎年実施されている。 ・毎年実施されている。
・実施されている。

実施されている。

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事
前審査は完了しているか。（確認
事項）

河川管理者の審査項目と
して設定している。

河川管理者の審査項目として
設定している。

河川管理者の審査項目として設定している。 河川管理者の審査項目として設定している。

D32 利水への影
響

施設に利水計画がある場合、ある
いは施設が河川水・地下水に影
響を及ぼす可能性がある場合、既
存の水利使用に影響を与えない
か。

利水計画はなく、既存の水
利使用に影響を与えない。

利水計画はなく、既存の水利
使用に影響を与えない。

・利水計画はなく、既存の水利使用に影響を与えない。
・利水計画はなく、既存の水利施設への影響も想定されない。

利水計画はなく、既存の水利使用に影響を与えな
い。

D41 景観 占用区域とその周辺の景観特性
（生態学的景観を含む）の現況を
調査したか。また、施設の形態（形
状・色彩等）が占用区域とその周
辺の景観特性に及ぼす影響は軽
微か。

影響は軽微である。 影響は軽微である。 ・影響は軽微である。
・景観特性に大きな影響を与えるものではない。

影響は軽微であると判断する。

D42 景観変化の
把握

占用に伴う景観変化の予測を行っ
ているか。

行われていない。 行われていない。 ・行われていない。
・行っていない。

行われていない。

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及
ぼす影響は軽微か。また在来の植
生を活かした植栽か。

周辺環境への影響は少な
い。

影響は軽微であると思われる。 ・周辺環境への影響は少ない。
・周辺環境への影響は軽微であると判断される。
・深刻な影響を与えるような植栽ではない。

周辺環境への影響は軽微であると判断する。

D4
景観･文化

D3
利水

D2
治水

11 / 12 ページ



D44 文化財 占用区域とその周辺の文化財の
現況を調査したか。また、施設は
占用区域とその周辺の文化財に
影響を与えないか。

当初申請時には調査され
ていないが、影響はない。

影響はないと思われる。 ・影響はないと思われる。
・影響はない。
・影響はないと判断される。
・影響を与える要因は想定されない。
◆委員会で判断できるかどうか。「影響を与える要因と想定されていない」

当初申請時には調査されていないが、影響はないと判
断する。

D45 歴史文化 占用区域とその周辺の歴史･文化
に関する現況を調査したか。また、
施設は占用区域とその周辺の歴
史・文化（伝承文化等）と共存可
能か。

共存可能である。 共存可能と思われる。 ・共存可能と思われる。
・申請地周辺の風土や歴史、遺産などを紹介したり、学習できる環境・条件を整
備をすることで、公園立地意義がある。
・共存可能と判断される。
・共存を妨げる要因は想定されない。
◆委員会で判断できるかどうか。「共存を妨げるとは想定されない」

共存可能であると判断する。

前回委員会後に修正した文言
前回委員会から内容を変更している事項
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平成２２年１０月　　日

国土交通省　近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長　守安　邦弘　様

河川保全利用委員会
（琵琶湖河川事務所）
委員長　三田村　緒佐武

　占用許可申請施設の概要

占用許可申請に対する意見書

（守山市　野洲川小浜河川公園）

資料－５①

　平成２２年６月１日付け国近整琵占調第４号にて意見照会のあり
ました以下の占用許可申請施設について、下記のとおり答申いたし
ます。

　守山市小浜町地先
　（右岸距離標１．２ｋｍ付近から１．５ｋｍ付近）

　野洲川小浜河川公園施 設 の 名 称

場　　　　　所

主　な　施　設

申　　請　　者

占　用　面　積

　多目的広場、緑地広場、坂路、駐車場

　守山市

　１７，２６８．６０㎡



１．委員会としての判断・意見・要望

　　【占用許可期限の更新についての意見】
①

②

　　【占用許可期限の更新に関連する要望事項】

２．検討の経緯

　　　平成２２年６月１日　 意見照会書の受理
　　　平成２２年６月１日　 委員会 占用許可施設の現地調査

河川管理者による概要説明
平成２１年３月３１日付け意見書に基づく報告

　　　平成２２年６月２８日　委員会 委員による占用許可施設の審議
　　　平成２２年１０月５日　委員会 委員による意見書（案）の審議

３．これまでに提出した意見書

　　　平成１９年１月１８日付け意見書
　　　平成２１年３月３１日付け意見書

以上

今後も「河川敷利用の基本理念・基本方針」に合致した利用形態が推進され、公園の利
用がスポーツ・レクリエーションのみに偏ることの無いように指導されたい。

記

　その結果、申請者が利用者の少ない緑地広場の廃止を決断したことは、規模の縮小について一定
の対応をしたと判断する。加えて、公園の下流で整備中のヨシ帯再生区域へのアプローチ基地とし
ての利用を検討していることから、利用目的が「河川敷利用の基本理念・基本方針」に近づくもの
であると考えられる。ただし、アプローチ基地としての利用方法が不明確であるため、今後、具体
的な利用方法の検討が望まれる。
　これらのことから、当委員会は下記の意見及び要望事項を附した上で、占用許可の更新を行うこ
とが妥当であると考える。

ヨシ帯再生区域へのアプローチ基地としての利用については、具体的な内容を検討し、
実現を図るよう指導すること。
次回占用許可更新の際に、河川管理者は上記意見への申請者による対応結果を当委員会
へ報告すること。

　　この公園は、平成１３年に策定された「野洲川河川空間整備基本構想」に基づき、野洲川改修
事業時の「地域分断」に配慮した地元交流の場として、地元要望により平成１４年に野洲川右岸の
高水敷に設置されたものである｡
　主な施設は、多目的広場、緑地広場及び坂路であり、設置されて以降、施設の変遷はない。施設
利用は自由使用が原則であり、利用者相互のルールで運用されている。利用者は地元住民以外の釣
り人もいるが、主に地元住民や地元児童を中心に、地域に密着した利用者間の交流が図られてい
る。利用状況を見ると、多目的広場は利用も多く管理状態も整っているが、この上流側の緑地広場
はほとんど利用されておらず整備も不十分である。
　占用箇所は、生態系を含めて環境面を考えると、草の刈り残しを行っているもののその範囲は一
部であり、高水敷の全幅を占用した利用であるため、野洲川河口部における生物の生息・生育環境
を縦断方向に分断していることから、それらに影響があると考える｡
　当委員会は、「河川敷利用の基本理念」及び「河川敷利用の基本方針」に則り、スポーツ施設等
の本来河川敷以外で設置可能な施設は原則として縮小していくべきとの考えから、当該多目的広場
等は河川敷以外での設置・利用が可能であるため、代替地確保により河川敷以外に全てを設置、又
は規模を縮小すべき施設と判断し、前回意見書（平成２１年３月３１日付け）で代替地の確保又は
規模の縮小を検討するように意見した。



平成２２年１０月　　日

国土交通省　近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長　守安　邦弘　様

河川保全利用委員会
（琵琶湖河川事務所）
委員長　三田村　緒佐武

　占用許可申請施設の概要

主　な　施　設

申　　請　　者

占　用　面　積

　多目的広場、緑地広場、グラウンドゴルフ場、坂路、駐車場

　守山市

　３４，１５２．４０㎡

　守山市川田町地先
　（左岸距離標５．３ｋｍ付近から５．９ｋｍ付近）

　野洲川川田河川公園施 設 の 名 称

場　　　　　所

占用許可申請に対する意見書

（守山市　野洲川川田河川公園）

資料－５②

　平成２２年６月１日付け国近整琵占調第４号にて意見照会のあり
ました以下の占用許可申請施設について、下記のとおり答申いたし
ます。



１．委員会としての判断・意見・要望

　　【占用許可期限の更新についての意見】
①

②

　　【占用許可期限の更新に関連する要望事項】
親水空間としての具体的な利用方法を検討するよう指導されたい。

２．検討の経緯

　　　平成２２年６月１日　 意見照会書の受理
　　　平成２２年６月１日　 委員会 占用許可施設の現地調査

河川管理者による概要説明
平成２１年３月３１日付け意見書に基づく報告

　　　平成２２年６月２８日　委員会 委員による占用許可施設の審議
　　　平成２２年１０月５日　委員会 委員による意見書（案）の審議

３．これまでに提出した意見書

　　　平成１９年１月１８日付け意見書
　　　平成２１年３月３１日付け意見書

以上

次回占用許可更新の際に、河川管理者は上記意見への申請者による対応結果を当委員会
へ報告すること。

　また、前回意見書で緑地広場についての適切な利用のあり方について検討するように求めた点に
ついては、利用実態に合わせて緑地広場をグラウンドゴルフ場に変更して申請することとしている
が、その利用目的はスポーツ施設であり、改善したとは言い難い。
　一方、低水路の整備が十分でなく安全面等で課題が残る状況であるが、既設の護岸階段を利用し
た水際へのアプローチが可能なため、親水空間としての利用が検討されている。これは「基本理
念・基本方針」に近づいた方向の利用であると認められるため、今後、具体的な利用方法の検討が
　これらのことから、当委員会は下記の意見を附した上で、占用許可の更新を行うことが妥当であ
ると考える。

スポーツ・レクリエーション施設の代替地の確保又は規模の縮小、あるいは「河川敷利
用の基本理念・基本方針」を踏まえた利用形態への変更を検討するよう指導すること。

　この公園は、平成１３年に策定された「野洲川河川空間整備基本構想」に基づき、平成１４年に
野洲川左岸の高水敷に設置されたものである。
　主な施設は、多目的広場、緑地広場、グラウンドゴルフ場などであり、設置されて以降、施設に
ついての大きな変遷はない。施設利用は自由使用が原則であり、利用者相互のルールで運用されて
いる。利用者は地元住民を中心に他の地域の住民も利用しており、地域に密着した利用者間の交流
が図られている。利用状況については、グラウンドゴルフ場の利用者が最も多く、整備も行き届い
ている。
　占用箇所は、高水敷の全幅を占用した利用であり、生態系を含めて環境面を考えると、特にグラ
ウンドゴルフ場は占用区間の距離が長く、生物の生息・生育環境を縦断方向に分断していることか
ら、それらに影響があると考える｡
　当委員会は、「河川敷利用の基本理念」及び「河川敷利用の基本方針」に則り、スポーツ施設等
の本来河川敷以外で設置可能な施設は原則として縮小していくべきとの考えから、当該施設は河川
敷以外での設置・利用が可能であるため、代替地確保により河川敷以外に全てを設置、又は規模を
縮小すべき施設と判断する。これについては前回意見書（平成２１年３月３１日付け）においても
検討を具体的かつ詳細に行うよう意見を付したところである。これに対して今回は代替地の確保又
は規模の縮小についての具体的な成果はなかったが、一定の調査・検討を行ったことは評価でき
る。

記



・委員会規約（抜粋）

（組織など）

　第４条 委員会は１５名以内で構成する。

２． 委員会の構成については、事務所長が次の各号に掲げる者から委嘱する。

（１）自治体関係者 若干名

（２）自然環境に関する学識経験を有する者 ５名以内

（３）治水・利水に関する学識経験を有する者 ２名以内

（４）地域特性に詳しい者 ４名以内

（５）その他、必要と認める者 若干名

（任期）

　第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。

（委員会の成立要件）

　第７条 委員会は委員長が招集し、これを運営する。

２． 委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。

◎　第４期委員の構成と委員数

１．委員の構成分野については規約上の定めどおりとする。ただし、自治体関係者は

　第４期においても委嘱しないこととする。

２．委嘱する人数は、「河川敷利用の基本理念・基本方針」、「河川敷占用申請・審

　査の手引き」の審議が完了したことから総数で７名とする。

３．公募委員は、第３期から２名委嘱しているが、第４期も同様に２名以内とし、

　「地域特性に詳しい者」の分野に位置付ける。

４．委員の任期は、委嘱の日から平成２５年３月３１日までとする。

（参考） 第４期定数 第３期

０

４

備考

▲１

２

３

１

（２）

▲３

分野

自治体関係者

自然環境

治水・利水

地域特性

その他

（公募）

▲１

▲１
（公募員を含む）

合計 １５名以内

－

若干名

１０ ７

（２）

１

資料－６
第４期委員の構成について

２

１

３

０

４名以内

２名以内

５名以内

若干名


